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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
天
皇
陛
下
が
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
七
日
の
御
即
位
以
来

二
十
八
年
を
超
え
る
長
期
に
わ
た
り
、
象
徴
と
し
て
御
活
動
に
精
励
し
て
こ
ら
れ

た
中
、
八
十
三
歳
と
御
高
齢
に
な
ら
れ
、
今
後
こ
れ
ら
の
御
活
動
を
天
皇
と
し
て

自
ら
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
国
民
は
、

御
高
齢
に
至
る
ま
で
こ
れ
ら
の
御
活
動
に
精
励
さ
れ
て
い
る
天
皇
陛
下
を
深
く

敬
愛
し
、
天
皇
陛
下
の
退
位
に
つ
い
て
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
皇

嗣
で
あ
る
皇
太
子
殿
下
は
、
五
十
七
歳
と
な
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
国
事
行
為
の
臨
時

代
行
等
の
御
公
務
に
長
期
に
わ
た
り
精
勤
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
い
う
現
下

の
状
況
に
鑑
み
、
皇
室
典
範
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
号
）
第
四
条
の
規
定
の

特
例
と
し
て
、
天
皇
陛
下
の
退
位
及
び
皇
嗣
の
即
位
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
天

皇
陛
下
の
退
位
後
の
地
位
そ
の
他
の
退
位
に
伴
い
必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 
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、
天
皇
陛
下
が
、
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て
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精

励
し
て
こ
ら
れ
た
中
、
八
十
三
歳
と
御
高
齢
に
な
ら
れ
、
今
後
こ
れ
ら
の
御
活
動

を
天
皇
と
し
て
自
ら
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
深
く
案
じ
て
お

ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
国
民
は
、
御
高
齢
に
至
る
ま
で
こ
れ
ら
の
御
活
動

に
精
励
さ
れ
て
い
る
天
皇
陛
下
を
深
く
敬
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し
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こ
の
天
皇
陛
下
の
お
気
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ち
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理
解
し
、
こ
れ
に
共
感
し
て
い
る
こ
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、
さ
ら
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、
皇
嗣
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る
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太
子
殿
下
は
、

五
十
七
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と
な
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こ
れ
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国
事
行
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の
臨
時
代
行
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の
御
公
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長
期
に

わ
た
り
精
勤
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
い
う
現
下
の
状
況
に
鑑
み
、
皇
室
典
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（
昭
和
二
十
二
年
法
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第
三
号
）
第
四
条
の
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定
の
特
例
と
し
て
、
天
皇
陛
下
の

退
位
及
び
皇
嗣
の
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を
実
現
す
る
と
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に
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天
皇
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下
の
退
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の
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の
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